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(57)【要約】
【課題】　比較的簡単かつ低コストな構成でありながら
、コモンレール式燃料噴射装置を備えた直接噴射式内燃
機関において、最大燃料噴射量を確保しながらプレ噴射
を良好に実行することができ、以って燃焼悪化を抑制し
ながら、燃焼騒音を効果的に低減することができる内燃
機関を提供する。
【解決手段】　本発明は、燃料を燃焼室１５０に直接噴
射供給する内燃機関１００であって、シリンダヘッド１
１０下面から燃焼室１５０に臨んで設けられたコモンレ
ール式の主噴射用燃料噴射ノズル１６０と、主噴射用燃
料噴射ノズル１６０より外側でピストン燃焼室１２１の
内周壁の中央寄りに設けられたプレ噴射用燃料噴射ノズ
ル２００と、を備え、プレ噴射用燃料噴射ノズル２００
からの燃料噴霧が、スワール旋回流Ｘにより周方向に拡
散されると共に、スキッシュ流Ｙによりピストン燃焼室
１２１中心寄りに拡散した後、自己着火することを特徴
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピストン頂面と、シリンダヘッド下面と、ピストンが摺動自在に収容されるシリンダの
内壁と、により囲まれた燃焼室を備え、燃料を燃焼室に直接噴射供給する内燃機関であっ
て、
　シリンダヘッドに取り付けられ、シリンダヘッド下面から燃焼室に臨んで設けられたコ
モンレール式主噴射用燃料噴射ノズルと、
　主噴射用燃料噴射ノズルより外側でピストン燃焼室入口部内周壁の中央寄りに、シリン
ダヘッド下面から燃焼室に臨んで設けられたプレ噴射用燃料噴射ノズルと、
　を備え、
　プレ噴射用燃料噴射ノズルから噴射される燃料噴霧が、スワール旋回流により周方向に
拡散されると共に、スキッシュ流によりピストン燃焼室中心寄りに拡散した後、自己着火
することを特徴とする内燃機関。
【請求項２】
　前記プレ噴射用燃料噴射ノズルへ燃料を供給する燃料供給ポンプが、前記主噴射用燃料
噴射ノズルへ燃料を供給するコモンレール式の燃料供給装置とは別に備えられていること
を特徴とする請求項１に記載の内燃機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関に関する。特に、燃料を燃焼室に直接噴射供給する内燃機関の燃焼
室の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまで、例えば、直接噴射式ディーゼルエンジン（燃料を直接燃焼室に噴射供給して
燃焼させるディーゼルエンジン）において、所謂コモンレール式燃料噴射装置を備えたも
のでは、比較的自由に燃料噴射時期や燃料噴射量を可変制御可能であることから、例えば
、各気筒に１本ずつ備えられた燃料噴射ノズルを用いて、燃料噴射の主噴射が開始するよ
りも前に、１～３ｍｍ３／ｓｔ（ｓｔｒｏｋｅ）程度の微少量の燃料を極短時間のバルブ
の開閉で燃焼室に噴射供給（所謂プレ噴射）し、主噴射が開始するよりも前に、自己着火
して燃料噴射ノズルからある程度離れた領域の局所温度を上げ、主噴射の着火遅れを、特
に低負荷条件において短縮して、急激な予混合燃焼を抑制し、これにより急激な燃焼室内
の圧力上昇を抑制することで、燃焼騒音を制御するなど、コモンレール式燃料噴射装置の
特徴を活かした制御が行われてきた（所謂コモンレール式燃料噴射装置を備えたディーゼ
ル機関の一例として、例えば、特許文献１などを参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２７５６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上述したようなプレ噴射では極微少量の燃料噴射量を噴射供給するが、その燃
料噴射量は、最大燃料噴射量の１～４％に過ぎないことから、その微少の燃料噴射量をラ
イフサイクルに亘って長期に精度良く制御することは、非常に困難であるため、プレ噴射
における燃料噴射量バラツキ等に起因する燃焼の悪化はある程度不可避な状況にあった。
【０００５】
　直接噴射式ディーゼルエンジンでは、着火遅れ期間の長さに応じて予混合燃焼割合が増
加し、着火後の燃焼室内圧力の増大が急激となって燃焼騒音が大きくなるため、燃焼騒音
を効果的に低減するには、燃料噴射の主噴射に先立ち微少量の燃料を燃焼室に噴射供給す



(3) JP 2014-20278 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

るプレ噴射が欠かせないのが実情である。
【０００６】
　なお、プレ噴射の燃料噴射量を多くし過ぎると、主噴射での燃焼が悪化し排出ガスに含
まれる有害成分が増大することに繋がるため、プレ噴射の燃料噴射量は、燃焼騒音の低減
に有効な範囲において、少なければ少ないほど良いと言える。
【０００７】
　しかしながら、ディーゼルエンジンの高Ｐｍｅ（Ｍｅａｎ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　Ｐｒ
ｅｓｓｕｒｅ）化に伴い、要求される最大燃料噴射量は増大され、微少燃料噴射量を精度
良く制御することが難しいといった実情がある。
【０００８】
　すなわち、高Ｐｍｅ化のための最大燃料噴射量の増大に伴う燃料噴射装置の大容量化に
より、プレ噴射の際における微少燃料噴射量をバラツキ少なく精度良く制御することは非
常に難しいといった実情がある。
【０００９】
　本発明は、かかる実情に鑑みなされたものであり、比較的簡単かつ低コストな構成であ
りながら、コモンレール式燃料噴射装置などの電子制御式燃料噴射装置を備えた直接噴射
式内燃機関において、最大燃料噴射量を確保しながらプレ噴射を良好に実行することがで
き、以って燃焼悪化を抑制しながら、燃焼騒音を効果的に低減することができる内燃機関
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このため、本発明に係る内燃機関は、
　ピストン頂面と、シリンダヘッド下面と、ピストンが摺動自在に収容されるシリンダの
内壁と、により囲まれた燃焼室を備え、燃料を燃焼室に直接噴射供給する内燃機関であっ
て、
　シリンダヘッドに取り付けられ、シリンダヘッド下面から燃焼室に臨んで設けられたコ
モンレール式主噴射用燃料噴射ノズルと、
　主噴射用燃料噴射ノズルより外側でピストン燃焼室入口部内周壁の中央寄りに、シリン
ダヘッド下面から燃焼室に臨んで設けられたプレ噴射用燃料噴射ノズルと、
　を備え、
　プレ噴射用燃料噴射ノズルから噴射される燃料噴霧が、スワール旋回流により周方向に
拡散されると共に、スキッシュ流によりピストン燃焼室中心寄りに拡散した後、自己着火
することを特徴とする。
【００１１】
　本発明において、前記プレ噴射用燃料噴射ノズルへ燃料を供給する燃料供給ポンプが、
前記主噴射用燃料噴射ノズルへ燃料を供給するコモンレール式の燃料供給装置とは別に備
えられていることを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、コモンレール式燃料噴
射装置などの電子制御式燃料噴射装置を備えた直接噴射式内燃機関において、最大燃料噴
射量を確保しながらプレ噴射を良好に実行することができ、以って燃焼悪化を抑制しなが
ら、燃焼騒音を効果的に低減することができる内燃機関を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る内燃機関の燃焼室のピストン上死点付近における断
面図（クランク軸に略直交する平面で切断した断面図）である。
【図２】同上実施の形態に係る内燃機関の燃焼室をシリンダヘッド側から見たピストン上
死点付近における図である。
【図３】同上実施の形態に係る内燃機関の燃焼室のピストン上死点前２０～３０°（クラ
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ンクアングル）付近における断面図（クランク軸に略直交する平面で切断した断面図）で
ある。
【図４】同上実施の形態に係る内燃機関の燃焼室をシリンダヘッド側から見たピストン上
死点前２０～３０°（クランクアングル）付近における図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る一実施の形態を、添付の図面を参照しつつ説明する。なお、以下で
説明する実施の形態により、本発明が限定されるものではない。
【００１５】
　本発明の一実施の形態に係る直接噴射式ディーゼル機関である内燃機関１００は、図１
、図２に示すように、シリンダヘッド１１０の下面と、ピストン１２０の頂面（上面）と
、シリンダブロック（図示せず）に嵌挿されるシリンダライナ内周壁面（図示せず）と、
により画成される燃焼室１５０に、燃料噴射ノズル１６０の先端が臨むように、シリンダ
ヘッド１１０に取り付けられている。
【００１６】
　この燃料噴射ノズル１６０は、所謂コモンレール式（蓄圧式）燃料噴射装置に接続され
て燃料噴射量、燃料噴射開始時期、燃料噴射期間、燃料噴射率などを任意に制御可能に構
成されている。
　また、当該燃料噴射ノズル１６０は、気筒（シリンダ、燃焼室）毎にシリンダヘッド１
１０に設けられ、図２に示すように、その先端が、ピストン１２０の往復運動方向から見
たときに燃焼室１５０の略中心となるように配設される。
【００１７】
　燃焼室１５０に臨む燃料噴射ノズル１６０の先端には、例えば５～１０個程度の複数の
噴孔が周方向に所定間隔で設けられていて、該複数の噴孔からやや下向きに（円錐角（コ
ーン角）として例えば１４０～１６０度程度）ピストン１２０の頂面に凹状に設けられた
ピストン燃焼室（キャビティ）１２１へ向けて、内燃機関１００の運転状態（回転速度や
負荷等）に応じて設定された燃料噴射量にて、所定タイミングで燃料が噴射供給されるよ
うになっている。
　なお、この燃料噴射ノズル１６０は、主噴射を行うためのインジェクタである。
【００１８】
　ここにおいて、本実施の形態に係る内燃機関１００には、上記の燃料噴射ノズル１６０
の他に、直接噴射式（燃焼室内に直接燃料を噴射供給する燃料供給方式）のガソリン機関
（直噴ガソリン機関）等に用いられているインジェクタ（燃料噴射ノズル）２００が、各
気筒毎に、図１、図２に示すように、その先端が、燃焼室１５０に臨むように、シリンダ
ヘッド１１０に取り付けられている。
【００１９】
　このインジェクタ２００は、プレ噴射を行うためのプレ噴射用燃料噴射ノズルで、直噴
ガソリンエンジン用インジェクタとして一般的な燃料圧力が１０ＭＰａレベルのものを用
いることができる。
【００２０】
　なお、インジェクタ２００へ燃料を供給する燃料供給ポンプとしては、主噴射用燃料噴
射ノズル１６０に燃料を供給するコモンレール式燃料供給装置と共用とすることができる
が、この主噴射用燃料噴射ノズル１６０に燃料を供給するコモンレール式燃料供給装置と
は別に（別個独立して）、直噴ガソリンエンジン用の燃料供給ポンプを備えて構成するこ
とができる。
【００２１】
　インジェクタ２００からの燃料の噴射方向は、図２に示すように、ピストン燃焼室１２
１の入口部内周壁から僅かに燃焼室中心に寄った方向とされ、インジェクタ２００の先端
が配置されているスワール旋回流Ｘ、スキッシュ流Ｙとも非常に強い領域から、スワール
旋回流Ｘに沿ってスワール旋回流下流方向のみに向けて燃料を噴射するようになっている
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。
【００２２】
　インジェクタ２００からの燃料の噴射時期は、ピストン上死点（ＴＤＣ）に近すぎると
、高い筒内圧（シンリンダ内圧、燃焼室内圧）によって燃料噴霧の周方向への拡散が阻害
されるおそれがあると共に、燃料噴霧の拡散に利用したいスキッシュ流Ｙも弱まってしま
うため、図３、図４に例示するように、ある程度早期（２０～３０°ＣＡ　ＢＴＤＣ）（
上死点前クランクアングル２０～３０°）に噴射するように設定されている。
【００２３】
　インジェクタ２００からは、プレ噴射のための微少量の燃料しか噴射しないため、直噴
ガソリン機関等で用いられている小容量のインジェクタ２００を採用すると共に、燃料噴
霧が微粒化するようにノズル噴孔を小さく絞った構成とする。
【００２４】
　ノズル噴孔を小さく絞ることで、同一燃料量の場合、燃料噴射期間が長くなるが、上述
したように、上死点前２０～３０°（クランクアングル）での早期噴射を行うため、燃料
噴射中に自己着火することはない。
【００２５】
　このインジェクタ２００の燃料噴射開始から噴射した燃料が自己着火するまでの着火遅
れ期間中に、インジェクタ２００から噴射された燃料噴霧は、図２に示したように、ピス
トン燃焼室１２１の入口部で増速されたスワール旋回流Ｘにより周方向に拡散すると共に
、スキッシュ流Ｙによりピストン燃焼室１２１のやや中心寄りに拡散した後、自己着火す
ることで、これまでのプレ噴射（燃料噴射の主噴射が開始するよりも前に、微少量の燃料
を燃焼室に噴射供給すること）と同等の効果が期待できる。
【００２６】
　本実施の形態においては、プレ噴射専用のインジェクタ２００からの燃料噴霧を、スワ
ール旋回流Ｘにより周方向に拡散することが重要となるので、スワール旋回流Ｘが発生す
るように吸気ポートの形状が形成或いは調整されていることが前提とされる。従って、本
実施の形態に係る内燃機関１００としては、スワール比として、１．５～２．０程度の吸
気スワールが発生可能な内燃機関が前提となる。
【００２７】
　なお、プレ噴射専用のインジェクタ２００は、プレ噴射のための微少量の燃料しか噴射
しなくて良いため、小容量のインジェクタを採用することができるので、プレ噴射のため
の微少量の燃料燃噴射量制御を長期に亘って高精度に維持することができる。
【００２８】
　また、主噴射専用のインジェクタである燃料噴射ノズル１６０は、プレ噴射を行わない
ため、コモンレール（蓄圧室）内の圧力変動（燃圧変動）が抑制されため、主噴射の開始
初期から高い実効噴射圧力を得ることができ、燃料噴射期間の短縮や燃料噴霧の微粒化促
進に貢献することができる。
【００２９】
　また、主噴射専用の燃料噴射ノズル１６０は、プレ噴射を行わないため、コモンレール
（蓄圧室）内の圧力脈動が抑制される。従って、燃料噴射ノズル１６０の噴射量バラツキ
（噴射毎のバラツキ、気筒間でのバラツキ）を抑制することができるため、燃焼変動の改
善や黒煙（スス）の排出濃度の改善を図ることにも貢献することができる。
【００３０】
　更に、主噴射専用の燃料噴射ノズル１６０は、プレ噴射を行わなくて良いため、増大す
る負荷（最大燃料噴射量）と、それに伴う燃料噴射圧力の高圧化に対応したノズル諸元を
選定して実現することができるため、設計の自由度を大幅に改善することができる。
【００３１】
　このように、本実施の形態によれば、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、コ
モンレール式燃料噴射装置などの電子制御式燃料噴射装置を備えた直接噴射式内燃機関に
おいて、最大燃料噴射量を確保しながらプレ噴射を良好に実行することができ、以って燃
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焼悪化を抑制しながら、燃焼騒音を効果的に低減することができる内燃機関を提供するこ
とができる。
【００３２】
　なお、本実施の形態では、プレ噴射専用のインジェクタ２００を単噴孔として図示して
説明したが、これに限定されるものはなく、複数の噴孔を備えて構成することもできる。
【００３３】
　本実施の形態では、ディーゼルエンジンを例として説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、ガソリン、天然ガス、アルコール、バイオ燃料など軽油以外の燃料で
あっても、直接的に燃焼室に燃料を噴射供給する内燃機関であれば、本発明は適用可能で
あり、本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【００３４】
　本発明は、上述した発明の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において、種々変更を加え得ることは可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１００　　　内燃機関（エンジン）
　１１０　　　シリンダヘッド
　１２０　　　ピストン
　１２１　　　ピストン燃焼室（キャビティ）
　１５０　　　燃焼室
　１６０　　　燃料噴射ノズル（主噴射用）
　２００　　　インジェクタ（プレ噴射用燃料噴射ノズル）
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